
 

１. 変更内容 

＜オンライン業務の変更＞ 

（Ａ）仮登録情報の上書き訂正の可能化 

ＡＣＬ０１／ＡＣＬ０２業務に処理区分「７：仮登録訂正」を追加し、仮登録したＡＣＬ情報の上

書き訂正を可能とするようプログラムを変更する。 

 

（Ｂ）入出力画面テンプレートの変更 

ＡＣＬ０１／ＡＣＬ０２業務への処理区分「７：仮登録訂正」の機能追加に伴い、関連する入出力

画面テンプレートのラベルを変更する。修正対象の入出力情報は以下の通り。 

なお、ラベル修正のみであるため、出力情報コードの世代更新は行わない。 

＜対象入出力情報＞ 

・ＡＣＬ０１業務（入力画面） 

・ＡＣＬ０２業務（入力画面） 

・ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）呼出情報 （ＳＡＴ１５１） 

・ＡＣＬ情報登録（在来船・自動車船用）呼出情報 （ＳＡＴ１５２） 

・ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ１５３） 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「ＡＣＬ情報登録(コンテナ船用)（ＡＣＬ０１）」業務 

・「ＡＣＬ情報登録(在来船・自動車船用)（ＡＣＬ０２）」業務 

・「ＡＣＬ情報登録呼出し（ＡＣＬ１１）」業務 

・「ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出し（ＡＣＬ１２）」業務 

・「ＡＣＬ情報照会(ＩＡＬ)」業務 

 

３. 特記事項  

パッケージソフトのバージョンアップが必要 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

平成３０年０３月１８日（日） 
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＜海上業務＞ 
「ＡＣＬ情報登録(コンテナ船用)（ＡＣＬ０１）」業務／「ＡＣＬ情報登録(在来船・自動車船用)（ＡＣＬ

０２）」業務の仕様変更 

機
能
概
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＜変更前仕様＞ 

ＡＣＬ０１／ＡＣＬ０２業務において処理区分「8：仮登録」で登録した情報に対して積載予定船舶コード、

航海番号、積出港コードを変更して再度、処理区分「8：仮登録」が実施できない。積載予定船舶コード、航

海番号、積出港コードを変更するにはブッキング番号枝番を付与して登録する必要がある。 

＜変更後仕様＞ 

ＡＣＬ０１／ＡＣＬ０２業務で仮登録を実施した際、積載予定船舶コード、航海番号、積出港コードの変更

をブッキング番号枝番を付与せずとも再度、仮登録が実施できるよう処理区分に「７：仮登録訂正」を追加

し、仮登録したＡＣＬ情報の上書き訂正を可能とする。 


